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(57)【要約】
　本発明は、縦方向、横方向、第二部分及び第一部分を
有する吸収性物品を提供する。この吸収性物品は、第一
主表面を有するトップシートを有し、身体側表面を形成
する。更に吸収性物品は、第一主表面から遠い側に位置
する第二主表面を有するバックシートを有する。バック
シートの第二主表面は、吸収性物品の衣類側表面を形成
する。第一主表面上のトップシートの第二部分に、身体
用接着剤が付与される。吸収性物品の第一部分に、吸収
性物品を使用者の下着に取り付けるための衣類取り付け
装置が存在する。トップシートに付与される身体用接着
剤は、吸収性物品を使用者の身体に取り付けて、保持す
るように機能し、これにより吸収性物品が、通常の使用
中に捻れたり、凝集するのを妨げるように補助し、更に
吸収性個人ケアー用物品の第一部分上に存在する衣類取
り付け装置は、吸収性物品が、使用者の下着と接触して
保持するように機能する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向と、横方向と、第一部分と、第二部分とを有する吸収性物品であって、
　ａ）前記吸収性物品の身体側表面を形成する第一主表面を有するトップシートと、
　ｂ）前記吸収性物品の衣類側表面を形成する、前記第一主表面に対し遠い側に位置する
第二主表面を有するバックシートと、
　ｃ）前記トップシートの前記第一主表面において前記第二部分に付与される身体用接着
剤と、
　ｄ）前記吸収性物品を、前記吸収性物品の使用者の下着に取り付けるための衣類取り付
け装置と、
から成り、
　前記衣類取り付け装置は、前記吸収性物品の前記第一部分に存在することを特徴とする
吸収性物品。
【請求項２】
　ｅ）前記バックシートと前記トップシートとの間に配置される吸収性芯を更に含むこと
を特徴とする請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記トップシートは液体透過性材料からなり、前記バックシートは液体不透過性材料か
らなることを特徴とする請求項２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記第二部分は前記吸収性物品の前記縦方向の約１０％から約５０％を構成し、前記第
一部分は前記吸収性物品の前記縦方向の約５０％から約９０％を構成することを特徴とす
る請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記第二部分は前記吸収性物品の前記縦方向の１／３にわたっており、前記第一部分は
前記吸収性物品の前記縦方向の２／３にわたっていることを特徴とする請求項２に記載の
吸収性物品。
【請求項６】
　前記衣類取り付け装置は、前記第二主表面に付与される接着剤、前記第二主表面に付与
される機械取り付けシステム、各々の縦方向側縁から延びる取り付け用パネル、前記第二
主表面に取り付けられる取り付け用パネル、又は、これらの組み合わせからなることを特
徴とする請求項２に記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記衣類取り付け装置は、前記吸収性物品の前記縦方向側縁から延びる取り付け用パネ
ルを含むことを特徴とする請求項６に記載の吸収性物品。
【請求項８】
　前記吸収性物品の前記第一部分は、第一区分と第二区分とに分けられ、前記第二区分は
前記第二部分の近傍にあり、前記第一区分と前記第二区分の各々は、前記縦方向の長さを
有し、前記第二区分の前記長さは、前記第一区分の前記長さと等しいか又はこれより大き
く、前記吸収性物品は、前記第一区分が、前記第二区分上に折り曲げられるように三つ折
りされて、前記第一区分の前記トップシートと前記第二区分の前記トップシートが、前記
第一区分の前記バックシートを露出した状態で互いに直接又は間接的に対面関係となり、
前記第二部分は前記第一区分の前記バックシート上に折り曲げられて、前記第二部分に存
在する前記身体用接着剤が、前記第一区分の前記バックシートと接触するようになったこ
とを特徴とする請求項４に記載の吸収性物品。
【請求項９】
　前記衣類取り付け装置は、前記吸収性物品の前記第二区分の前記縦方向側縁から延びる
取り付け用パネルを含むことを特徴とする請求項８に記載の吸収性物品。
【請求項１０】
　前記身体用接着剤は、感圧性接着剤であることを特徴とする請求項１に記載の吸収性物
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品。
【請求項１１】
　前記第一部分は、前記バックシートと前記トップシートとの間に配置された吸収性芯を
含み、前記第二部分は前記バックシートと前記トップシートとからなることを特徴とする
請求項２に記載の吸収性物品。
【請求項１２】
　前記第二部分には、吸収性芯がないことを特長とする請求項１１に記載の吸収性物品。
【請求項１３】
　前記トップシートは液体透過性材料から成り、前記バックシートは液体不透過性材料か
ら成ることを特徴とする請求項１２に記載の吸収性物品。
【請求項１４】
　前記第二部分は前記吸収性物品の前記縦方向の１／３にわたっており、前記第一部分は
前記吸収性物品の前記縦方向の２／３にわっていることを特徴とする請求項１２に記載の
吸収性物品。
【請求項１５】
　前記衣類取り付け装置は、前記第二主表面に付与される接着剤、前記第二主表面に付与
される機械取り付けシステム、各々の縦方向側縁から延びる取り付け用パネル、前記第二
主表面に取り付けられる取り付け用パネル、又は、これらの組み合わせからなることを特
徴とする請求項１１に記載の吸収性物品。
【請求項１６】
　前記吸収性物品の前記第一部分は、第一区分と第二区分とに分けられ、前記第二区分は
、前記第二部分の近傍にあり、前記第一区分と前記第二区分の各々は、前記縦方向に長さ
を有し、前記第二区分の前記長さは、前記第一区分の前記長さと等しいか又はこれより大
きく、前記吸収性物品は、前記第一区分が、前記第二区分上に折り曲げられるように三つ
折りされて、前記第一区分の前記トップシートと前記第二区分の前記トップシートが、前
記第一区分の前記バックシートを露出した状態で互いに直接又は間接的に対面関係となり
、前記第二部分は、前記第一区分の前記バックシート上に折り曲げられて、前記第二部分
上に存在する前記身体用接着剤が、前記第一区分の前記バックシートと接触するようにな
ったことを特徴とする請求項１２に記載の吸収性物品。
【請求項１７】
　前記吸収性物品の前記第一部分は、第一区分と第二区分とに分けられ、前記第二区分は
、前記第二部分の近傍にあり、前記第一区分と前記第二区分の各々は、前記縦方向に長さ
を有し、前記第二区分の前記長さは、前記第一区分の前記長さと等しいか又はこれより大
きく、前記吸収性物品は、前記第一区分が、前記第二区分上に折り曲げられるように三つ
折りされて、前記第一区分の前記トップシートと前記第二区分の前記トップシートが、前
記第一区分の前記バックシートを露出し手いる状態で互いに直接又は間接的に対面関係と
なり、前記第二部分は、前記第一区分の前記バックシート上に折り曲げられて、前記第二
部分に存在する前記身体用接着剤が、前記第一区分の前記バックシートと接触するように
なったことを特徴とする請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項１８】
　前記衣類取り付け装置は、前記吸収性物品の前記第二区分の前記縦方向側縁から延びる
取り付け用パネルを含み、前記取り付け用パネルは、前記第一区分を前記第二区分上に折
り曲げる前に、前記第一部分の前記トップシート上に折り曲げられ、前記取り付け用パネ
ルは、前記第一区分の前記トップシートと前記第二区分の前記トップシートとの間に位置
決めされることを特徴とする請求項１７に記載の吸収性物品。
【請求項１９】
　前記吸収性物品の前記第一部分は、第一区分と第二区分とに分けられ、前記第二区分は
、前記第二部分の近傍にあり、前記第一区分と前記第二区分の各々は、前記縦方向に長さ
を有し、前記第二区分の前記長さは、前記第一区分の前記長さと等しいか又はこれより大
きく、前記吸収性物品は、前記第二部分に存在する身体用接着剤が剥離ライナーを覆うよ
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うに三つ折りされて、前記剥離ライナーは、前記第二区分の前記トップシートと直接又は
間接的に対面関係となって前記第二部分の前記バックシートを露出しており、前記第一区
分は、前記第二部分の前記バックシートが前記第一区分の前記トップシートと、直接又は
間接的に接触するように前記第二部分の前記バックシート上に折り曲げられたことを特徴
とする請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項２０】
　前記衣類取り付け装置は、前記吸収性物品の前記第二区分の前記縦方向側縁から延びる
取り付け用パネルを含み、前記取り付け用パネルは、前記第二部分を前記第二区分上に折
り曲げる前に、前記第一部分の前記トップシート上に折り曲げられ、前記取り付け用パネ
ルは、前記第二部分の前記トップシートと前記第二区分の前記トップシートとの間に位置
決めされることを特徴とする請求項１９に記載の吸収性物品。
【請求項２１】
　前記トップシートと前記バックシートは、伸張可能であることを特徴とする請求項１に
記載の吸収性物品。
【請求項２２】
　前記トップシート、前記バックシート及び前記吸収性芯は、伸張可能であることを特徴
とする請求項２に記載の吸収性物品。
【請求項２３】
　前記第一部分の前記トップシートの前記第一主表面には、実質的に身体用接着剤がない
ことを特徴とする請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項２４】
　前記第一部分の前記トップシートの前記第一主表面には、身体用接着剤がないことを特
徴とする請求項２３に記載の吸収性物品。
【請求項２５】
　縦方向と、横方向と、第一端部と、第二端部と、前記第一端部と前記第二端部を結合す
る中間部とを有する吸収性物品であって、
　ａ）第一主表面を有し、前記吸収性物品の身体側表面を形成するトップシートと、
　ｂ）前記第一主表面から通り側に位置し、前記吸収性物品の衣類側表面を形成する第二
主表面を有するバックシートと、
　ｃ）前記トップシートの前記第一主表面の前記第一端部と前記第二端部に付与される身
体用接着剤と、
　ｄ）前記吸収性物品を、前記吸収性物品の使用者の下着に取り付けるための衣類取り付
け装置と、
を含み、
　前記衣類取り付け機構は、前記吸収性物品の前記中間区分に存在することを特徴とする
吸収性物品。
【請求項２６】
　ｅ）前記バックシートと前記トップシートとの間に配置される吸収性芯を更に含むこと
を特徴とする請求項２５に記載の吸収性物品。
【請求項２７】
　前記トップシートは液体透過性材料から成り、前記バックシートは液体不透過性材料か
ら成ることを特徴とする請求項２６に記載の吸収性物品。
【請求項２８】
　前記衣類取り付け装置は、前記第二主表面に付与される接着剤、前記第二主表面に付与
される機械取り付けシステム、各々の縦方向側縁から延びる取り付け用パネル、前記第二
主表面に取り付けられる取り付け用パネル、又は、これらの組み合わせからなることを特
徴とする請求項２６に記載の吸収性物品。
【請求項２９】
　前記中間部の前記トップシートの前記第一主表面には、実質的に身体用接着剤がないこ
とを特徴とする請求項２５に記載の吸収性物品。
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【請求項３０】
　前記中間部の前記トップシートの前記第一主表面には、身体用接着剤がないことを特徴
とする請求項２９に記載の吸収性物品。
【請求項３１】
　使用に際して吸収性物品をどのように着用するかの選択を、消費者に与える方法であっ
て、
　衣類取り付け機構と身体用接着剤の両方を有する吸収性物品を形成し、
　前記身体用接着剤、前記衣類取り付け機構、又は、前記身体用接着剤と衣類取り付け機
構との組み合わせによって、どのように前記吸収性物品を着用するかの指示を提供する、
ことを特徴とする方法。
【請求項３２】
　前記吸収性物品は、縦方向と、横方向と、第一端部と、第二端部と、前記第一端部を前
記第二端部に結合する中間部とを含んでおり、該吸収性物品は、
　ａ）第一主表面を有し、前記吸収性物品の身体側表面を形成するトップシートと、
　ｂ）前記第一主表面から遠い側に位置し、前記吸収性物品の衣類側表面を形成する第二
主表面を有するバックシートと、
　ｃ）前記トップシートの前記第一主表面の前記第一端部と前記第二端部に付与される身
体用接着剤と、
　ｄ）前記吸収性物品を前記吸収性物品の使用者の下着に取り付けるための衣類取り付け
用装置と、
を含み、
　前記衣類取り付け機構は、前記吸収性物品の前記中間部に存在することを特徴とする請
求項３１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に、身体側層の一部上に接着剤を有する吸収性個人ケアー用物品に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　尿、月経、及び他の身体排出物の吸収及び収容のための使い棄て吸収性物品は、一般的
に当業者に知られている。概して、これらの物品は、吸収性個人ケアー用物品と言われ、
幼児及び子供のためのオムツ、子供のための訓練用パンツ、若者及び大人のための衛生ナ
プキン、パンティライナー、失禁用パッド、失禁用衣類及び同様のものを含む様々な形態
をとる。これらの吸収性個人ケアー用物品の中で、衛生ナプキン、失禁用パッド及びパン
ティライナーは、使用中に所定の位置に留めておくために、使用者の身体構造に頼らない
、という意味で衣類型形態ではない物品である。例えば、オムツは、使用中にオムツを所
定の位置に保持するために、使用者の臀部及び腰部を使用する。その結果、衛生ナプキン
、パンティライナー及び失禁用パッドは、あまり目立たず、オムツ及び失禁用衣類よりず
っと小さいものである。
【０００３】
　一方で、衛生ナプキン、パンティライナー、及び失禁用パッドは、使用中に所定の位置
に物品を保持するために、下着取り付け用装置を使用する。これらの吸収性個人ケアー用
物品を所定の位置に保持するための従来の手段は、例えば、通常は感圧性接着剤である衣
類取り付け用接着剤、ウイング又はフラップといわれることがあり、使用者の下着をラッ
プする吸収性物品の縦方向側縁から延びる取り付け用パネル、使用者の身体に直接吸収性
個人ケアー用物品を固定する身体用接着剤を含む。更に、取り付け装置の組み合わせが使
用される。
【０００４】
　取り付け装置を選択する場合に、幾つかの考慮が必要であり、釣り合いを取らねばなら



(6) JP 2009-539535 A 2009.11.19

10

20

30

40

50

ない。取り付け装置は、吸収性個人ケアー用物品を所定の位置に保持し、適切な防護を与
えなければならず、心地よく、更に便利で使用しやすいものでなければならない。現在で
は、最も一般的な取り付け装置は、衣類用接着剤である。衣類用接着剤取り付け装置を備
えた吸収性個人ケアー用物品は、所定の位置に維持され、使用者が着用及び取り外しがし
やすいように機能するが、これらの吸収性個人ケアー用物品は、ある種の欠点を有する。
例えば、吸収性個人ケアー用物品が接着される下着の内側股部表面は、着用者が動くため
に、常に曲げられ、捻れ、伸ばされる。その結果、衣類用接着剤が外れて、衛生ナプキン
、パンティライナー又は失禁用パッドが所定の位置から移動するという望ましくない結果
をもたらすことがある。最悪の場合には、接着剤が外れて、接着剤同士が折れ曲がり、使
用者の下着の望ましくない位置に再び付着することとなる。
【０００５】
　衛生ナプキンの場合には、使用中に、下着の股部分周囲に全体的に折り曲げられ、外側
股部分に固定される取り付け用パネルを備えた衛生ナプキンが形成されてきた。このよう
な取り付け用パネルは、着用者の下着のある領域を部分的に防護するのには成功してきた
が、このような衛生ナプキンは、相変わらず衛生ナプキンを折り曲げ、捻り、或いは伸ば
すような力に曝される。
【０００６】
　衛生ナプキンを着用者の身体に固定するために、衛生ナプキンの身体側表面上に身体用
接着剤を使用することが、当業界において提案されてきた。これは、下着に固定された衛
生ナプキンに通常加えられる、捻れ及び凝集力を衛生ナプキンに与えずに、着用者に密着
する衛生ナプキンを提供するものである。しかしながら、最大の吸収効率及び心地よさを
得るために、このような衛生ナプキンを適切に着用することは、使用者にとって困難であ
る。更に、衛生ナプキンの身体側表面上に接着剤を用いると、排尿排便を実施するために
、使用者の身体から衛生ナプキンを取り外さなければならないことから、使用者が身体か
ら排出物を除くという通常の排尿排便を実施することが困難となる。使用者の身体から衛
生ナプキンを取り外すと、接着剤が使用者の身体に接着する力を失うか、又は衛生ナプキ
ン自体が折り曲がって、接着剤同士がくっつくことがある。いずれの場合においても、衛
生ナプキンは、使用者に再取り付けするための力を失うこととなる。
【０００７】
　衛生ナプキン、失禁用パッド又はパンティライナーの形態においては、吸収性個人ケア
ー用物品を所定の位置に保持するための効率的な手段を提供して、使用者の身体に対して
所定の位置に効率的に保持することができ、これにより使用者に十分な防護を与え、使用
者に心地よさを与え、便利で使用しやすい取り付け装置を提供する吸収性個人ケアー用物
品の必要性がある。
【０００８】
【特許文献１】米国特許第５，６１１，７９０号公報
【特許文献２】米国特許第６，０４５，９００号公報
【特許文献３】米国特許第６，２１３，９９３号公報
【特許文献４】米国特許第６，６２０，１４３号公報
【特許文献５】米国特許第５，６１８，２８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、縦方向、横方向、第二部分及び第一部分を有する吸収性物品を形成する。こ
の吸収性物品は、第一主表面を有し、身体側表面を形成するトップシートを有する。更に
、吸収性物品は、第一主表面から遠い側に位置する第二主表面を有するバックシートを有
する。バックシートの第二主表面は、吸収性物品の衣類側表面を形成する。第一主表面上
のトップシートの第二部分上に、身体用接着剤が付与される。吸収性物品の第一部分にお
いては、使用者の下着に吸収性物品を取り付けるための衣類用取り付け装置が存在する。
トップシートに付与された身体用接着剤は、吸収性物品を使用者の身体に取り付けて、保
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持するように機能し、通常の使用中に、吸収性物品が捻れたり凝集するのを妨げるように
補助し、吸収性個人ケアー用物品の第一部分上に存在する衣類用取り付け装置は、使用者
のパンティと接触して、吸収性物品を保持するように機能する。
【００１０】
　本発明においては、吸収性芯は、トップシートとバックシートとの間に位置決めされ、
吸収性物品の吸収量を増加することができる。この吸収性芯は、当業者に知られているあ
らゆる従来の吸収性材料から形成することができる。
【００１１】
　本発明の別の実施形態においては、吸収性物品の第二部分は、吸収性物品の縦方向の約
１０％から約５０％であり、第一部分は、吸収性物品の縦方向の約５０％から約９０％で
ある。本発明の更なる実施形態においては、吸収性物品の第二部分は、吸収性物品の縦方
向の約１／３であり、第一部分は、吸収性物品の縦方向の約２／３である。
【００１２】
　本発明の更なる実施形態においては、衣類用取り付け装置は、第二主表面に付与される
接着剤、第二主表面に付与される機械取り付けシステム、縦方向側縁の１つ又は両方から
延びる取り付け用パネル、第二主表面に取り付けられる取り付け用パネル、又はこれらの
組み合わせである。
【００１３】
　本発明の別の実施形態においては、縦方向、横方向、第二部分及び第一部分を有する吸
収性物品が示されている。この吸収性物品は、身体側表面を形成する第一主表面を有する
トップシートを有する。更に、吸収性物品は、第一主表面から遠い側に位置する第二主表
面を有するバックシートを有する。バックシートの第二主表面は、吸収性物品の衣類側表
面を形成する。第一主表面上のトップシートの第二部分に、身体用接着剤が付与される。
吸収性物品の第一部分においては、吸収性物品を使用者の下着に取り付けるための衣類取
り付け装置が存在する。吸収性芯は、吸収性物品の第一部分のバックシートとトップシー
トとの間に位置決めされ、第二部分は、バックシートとトップシート層を有する。吸収性
芯は、任意ではあるが、吸収性物品の第二部分に存在する。
【００１４】
　本発明の更なる実施形態においては、吸収性物品の第一部分は、第一区分と第二区分と
に分けられる。第二区分は第二部分の近傍にあり、第一区分と第二区分の各々は、縦方向
に長さを有し、第二区分の長さは、第一区分の長さと等しいか又はこれより大きい。この
実施形態においては、吸収性物品は、第一区分が第二区分上に折り曲げられるように三つ
折りされ、第一区分のトップシートと第二区分のトップシートは、直接又は間接的に互い
が対面関係となり、第一区分のバックシートを露出した状態となる。第二部分は、第一区
分のバックシート上に折り曲げられて、第二部分上に存在する身体用接着剤は、第一区分
のバックシートと接触する。
【００１５】
　本発明の更なる実施形態においては、吸収性物品の第一部分は、第一区分と第二区分に
分けられ、第二区分は第二部分の近傍にある。第一区分と第二区分の各々は、縦方向に長
さを有し、第二区分の長さは、第一区分の長さと等しいか又はこれより大きい。吸収性物
品は、第二部分上に存在する身体用接着剤が剥離ライナーを覆うように三つ折りされて、
該剥離ライナーは、第二区分のトップシートと、直接又は間接的に対面関係となり、第二
部分のバックシートを露出した状態となる。次に、第一区分は、第二部分のバックシート
上に折り曲げられて、第二部分のバックシートは、直接又は間接的に第一区分のトップシ
ートと接触する。
【００１６】
　本発明の別の実施形態においては、縦方向、横方向、第一端部、第二端部、及び第一端
部を第二端部に結合する中間部分を有する吸収性物品が形成される。本発明のこの実施形
態においては、吸収性物品は、吸収性物品の身体側表面を形成する第一主表面を有するト
ップシートを有する。更に、吸収性物品は、吸収性物品の衣類側表面を形成する、前記第
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一主表面から遠い側に位置する第二主表面を有するバックシートを有する。第一主表面上
のトップシートの第一端部及び第二端部に、身体用接着剤が付与される。吸収性物品の中
間部分においては、吸収性物品を吸収性物品の使用者の下着に取り付けるための、衣類取
り付け装置が存在する。本発明のこの実施形態の更なる態様においては、身体側表面上の
吸収性物品のトップシートの中間部分には、実質的に身体用接着剤はない。
【００１７】
　本発明の更に別の実施形態においては、使用するためにどのように吸収性物品を着用す
るかの選択を消費者に与えるための方法が示されている。該方法は、衣類取り付け機構と
身体用接着剤の両方を有する本発明の吸収性物品を形成することが含まれる。身体用接着
剤、及び衣類取り付け機構、又は身体用接着剤と衣類取り付け機構の組み合わせを備えた
吸収性物品を、消費者がどのように着用するかの方法の指示が示される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
（定義）
　「含む」、「含まれる」及び「含む」という語根からの他の派生語は、本開示で使用さ
れる場合は、あらゆる述べられた特性、要素、部品、段階、又は成分の存在を特定する制
限なしの用語であることを意図するものであり、更に１又はそれ以上の他の特性、要素、
部品、段階、成分、又はこれらのグループの存在又は追加を妨げることを意図するもので
はないことを認識するべきである。
【００１９】
　ここで用いられる「個人ケアー用製品」又は「個人ケアー用物品」は、身体流体を制御
するために使用されるあらゆる物品を意味し、更に「吸収性物品」を含み、これは、尿、
便、血液及び月経を含む身体排出物を吸収して、保持するように形成されるあらゆる物品
を意味し、梱包した形態及び梱包していない形態におけるこのような製品を含むことを理
解するべきである。このように、ここで用いられる個人ケアー用製品は、これらに限定さ
れるものではないが、オムツ、子ども用トイレ訓練用パンツ、大人用失禁用衣類、男性用
失禁用製品、タンポン、膣用座薬、パンティライナー、パッド、衛生ナプキン、ティッシ
ュ、拭き布などを含む。商業的に入手可能な個人ケアー用製品の例としては、これらに限
定されるものではないが、パンティライナー及びパッドを含むＰｏｉｓｅ（登録商標）大
人用ケアー製品、及びパッド、タンポン及びライナーを含むＫｏｔｅｘ（登録商標）女性
用ケアー製品、Ｄｅｐｅｎｄ（登録商標）下着、下着及びガードを含み、これらはすべて
、ウイスコンシン州ニーナのＫｉｍｂｅｒｌｙ－Ｃｌａｒｋ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎか
ら入手可能である。
【００２０】
　ここで用いられる「吸収性パッド」という用語は、取り付け装置を使用して、使用者の
下着の所定の位置に保持される吸収性個人ケアー用物品を含むことを意図する。吸収性パ
ッドは、例えば、衛生ナプキン、吸収性失禁用製品及びパンティライナーを含む。これら
の製品の商業的に入手可能な例としては、パンティライナー及びパッドを含むＰｏｉｓｅ
（登録商標）大人用ケアー製品、衛生ナプキン及びパンティライナーを含むＫｏｔｅｘ（
登録商標）女性用ケアー製品、Ｄｅｐｅｎｄ（登録商標）Ｇｕａｒｄｓ　ｆｏｒ　Ｍｅｎ
　ａｎｄ　Ｂｏｏｓｔライナーを含み、これらはすべて、ウイスコンシン州ニーナのＫｉ
ｍｂｅｒｌｙ－Ｃｌａｒｋ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能である。
【００２１】
　ここで用いられる「伸張可能な」という用語は、ｘ－ｙ平面において、その寸法の少な
くとも１つを増加することができる物品を意味する。ｘ－ｙ平面は、物品の表面にほぼ平
行な平面である。伸張可能なという用語は、延伸可能で、弾性的に延伸可能（以下に定義
する）である物品を含む。例えば、吸収性芯を含む衛生ナプキンの場合は、物品及び吸収
性芯は、長さ及び幅の両方において伸張可能であることが望ましい。しかしながら、吸収
性物品は、これらの方向のうちの１つにだけ、伸張可能とすることができる。物品は、少
なくとも縦方向において伸張可能であることが好ましい。伸張可能な材料及び物品、及び
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その形成方法の例としては、１９９７年３月１８日付けのＯｓｂｏｒｎ，III他の米国特
許第５，６１１，７９０号に記載されており、その全体は引用によりここに組み入れられ
る。
【００２２】
　ここで用いられる「実質的にない」という言い回しは、少量の物質は存在するが、ほと
んどの部分においては物質は存在しないという意味を意図する。例えば、僅かな量の物質
が存在することができるか、又は物質を含む吸収性物品の一部と同じようには、吸収性物
品の部分を機能させることができない程度の量の物質が存在することができる。
【００２３】
　本発明の吸収性物品は、身体側表面の一部に付与される身体用接着剤と衣類取り付け用
装置の組み合わせを有する。身体用接着剤と衣類取り付け用装置のこの組み合わせは、吸
収性物品を使用者の肌に接着させて、使用中に吸収性個人ケアー用物品を所定の位置に保
持するための効率的手段を提供し、使用者に十分な防護及び心地よさを与え、一方で便利
で使用しやすい取り付け装置を提供する。本発明を更に理解するために、図面に注目され
たい。
【００２４】
　図１、１Ａ及び１Ｂを参照すると、使用者の身体側に位置決めされるようにされた第一
主表面１４を有するトップシート１２を有する吸収性物品１０が示されており、これによ
り吸収性物品の身体側表面を形成する。吸収性物品は、吸収性物品の衣類側表面を形成す
るようにされた第二主表面１８を有するバックシート１６を備える。第二主表面１８は、
第一主表面１４から遠い側に位置決めされ、第一及び第二主表面は、互いに反対方向に面
している。更に、吸収性物品は、縦方向１及び横方向２を有する。任意ではあるが、吸収
性物品１０は、トップシート１２とバックシート１６との間に位置決めされる吸収性芯２
０を有することができる。一般的には、トップシート１２及びバックシート１６は、吸収
性芯が存在する時は、図１、１Ａ及び１Ｂに示されているように、吸収性物品の周辺２７
に沿って互いに結合されるか、又は吸収性芯が存在しない場合には（図示されず）、第一
及び第二主表面と反対側の表面で、互いに結合することができる。
【００２５】
　本発明においては、吸収性物品１０は、第一部分６０及び第二部分５０を有する。一般
的には、使用中に第二部分５０は、使用者の後側に位置決めされ、第一部分６０は、使用
中に使用者の前側に位置決めされる。しかしながら、本発明の使用中は、第二部分５０が
必ずしも使用者の後側に配置される必要はなく、第一部分６０が使用中に使用者の前側に
位置決めされる必要はない。吸収性物品１０の第二部分５０が、使用中に使用者の後側の
近くに位置決めされて、第一部分６０が使用者の前側に位置決めされることが一般的には
望ましく、これにより身体用接着剤は、後に説明するような理由によって、漏れの防護を
改善するなどの有益な効果を与えることができる。
【００２６】
　身体用接着剤２４は、第一主表面１４の第二部分５０において、トップシート１２の第
一主表面１４に付与される。身体用接着剤２４は、吸収性物品を、吸収性物品の使用者の
身体に接着させる。本発明の一実施形態においては、身体用接着剤２４は、吸収性物品１
０の第一主表面１４上の第二部分５０に本質的に限定される。「第一主表面１４上の第二
部分５０に本質的に限定される」という言い回しは、第一主表面上に配置される身体用接
着剤のほとんどは、吸収性物品の第一主表面の第二部分に配置されるという意味である。
別の言い方をすると、身体用接着剤２４は、第一部分の第一主表面上に存在することがで
きるが、身体用接着剤のほとんどは、吸収性物品の第一主表面の第二部分上に存在する。
本発明のこの実施形態においては、身体用接着剤は、吸収性物品１０の第一主表面の第一
部分６０上には存在しないことが理想ではあるが、もし存在するならば、第一主表面上の
第二部分に存在する身体用接着剤の量と比べて、少ない量が第一主表面上に存在するだけ
である。本発明の１つの特定の実施形態においては、第一主表面の第一部分には、実質的
に身体用接着剤がない。第一部分６０は、どんな身体用接着剤もないことが望ましい。身
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体用接着剤２４は、第一主表面１４の表面上に、断続するパターン又は連続するパターン
で付与することができる。後にここに示されている本発明の別の実施形態においては、身
体用接着剤は、吸収性物品の第二端部と第一端部の選定された区分の両方に存在すること
ができる。
【００２７】
　衣類取り付け用装置は、吸収性物品の第一部分６０を使用者の下着に取り付けるために
使用される。衣類取り付け用装置は、吸収性物品１０の第一部分６０上に位置する。任意
ではあるが、衣類取り付け用装置は、吸収性物品の第二部分５０上に存在することができ
る。一般的には、本発明において、適当な衣類取り付け用装置は、例えば、第二主表面に
付与される接着剤、第二主表面に付与される機械取り付けシステム、各々の縦方向側縁か
ら延びる取り付け用パネル、第二主表面に取り付けられる取り付け用パネル、又はこれら
の組み合わせを含む。各々のこれらの衣類取り付け用装置は、以下に詳細に述べられる。
【００２８】
　トップシート１２は、吸収性物品の身体側ライナー又はカバーと言われることがある。
本発明の一実施形態においては、トップシート１２は、一般的には、液体透過性である。
更にトップシートは、１又はそれ以上の材料から形成することができる。トップシート１
２は、製品の型によって、異なる身体排出物を処理することが可能でなければならない。
女性用ケアー製品においては、身体側ライナー又は身体接触層は、月経及び尿を取り扱う
ことが可能でなければならないことがある。本発明においては、身体側ライナーすなわち
トップシート１２は、あらゆる作動的材料で構成される層を含むことができ、更に複合材
料とすることができる。例えば、トップシート１２は、織成布、不織布、ポリマーフィル
ム、フィルム不織布積層体又は同様のもの、並びにこれらの組み合わせなどの材料から形
成することができる。トップシート１２において使用可能な不織布の例としては、例えば
、空気堆積不織ウエブ、スパンボンド不織ウエブ、メルトブローン不織ウエブ、ボンデッ
ドカーデッドウエブ、水素交絡された不織ウエブ、スパンレースウエブ又は同様のもの、
並びにこれらの組み合わせを含む。トップシート１２を形成するための他の適当な材料の
例としては、レーヨン、ポリエステルのボンデッドカーデッドウエブ、ポリプロピレン、
ポリエチレン、ナイロン、フィルムウエブを微細に穿孔された熱接着可能な繊維、網状材
料、及び同様のもの、並びにこれらの組み合わせを含むことができる。これらのウエブは
、例えば、ポリプロピレン及びポリエチレン及びこれらのコポリマーなどのポリオレフィ
ン、ポリラクト酸などの脂肪酸エステルを含むポリエステル全般、ナイロン又はあらゆる
他の熱接着可能な材料などのポリマー性材料から形成することができる。
【００２９】
　トップシート１２に対する適当な材料の他の例としては、ポリマーと不織布材料の複合
材料がある。複合材料は、典型的には、スパンボンド材料などの不織ウエブ上にポリマー
を押し出すことにより全体的に形成される、一体したシートの形態である。望ましい配列
においては、トップシート１２は、物品が吸収又は取り扱おうとする液体に関して、作動
的に液体透過性であるように形成することができる。作動的な液体透過性は、例えば、複
数の孔、穿孔、小孔又は他の開口、並びにこれらの組み合わせにより形成することができ
、身体側ライナー又は身体接触層に存在又は形成される。小孔又は他の開口は、身体液体
が、身体側ライナー又は身体接触層の厚さを通して移動し、物品の他の部品（例えば、吸
収性芯２０に）に挿通することが可能である速度を速めさせることができる。液体透過性
の選定配列は、トップシートの少なくとも作動部分に存在することが望ましく、吸収性物
品の身体側に設置するように指定される。トップシート１２は、心地よさ及び順応性を与
えることができ、身体排出物を身体から離れた、存在するならば吸収性芯２０の方に向く
ように機能することができる。トップシート１２は、その構造内にほとんど液体を保持し
ないか、又は全く液体を保持しないように形成することができ、比較的心地よく、更に着
用者の身体組織に隣接する表面を刺激しないように形成することができる。代替的には、
吸収性芯のないパンティライナーの場合には、トップシート１２は、その構造内に液体を
保持するように形成することができる。伸張可能な他のトップシート材料を、本発明に使
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用することができる。伸張可能なトップシート材料の例は、１９９７年３月１８日付けの
Ｏｓｂｏｒｎ，III他の米国特許第５，６１１，７９０号に示されており、その全体は引
用によりここに組み入れられる。
【００３０】
　バッフルと言われることがあるバックシート１６は、あらゆる作動材料で形成される層
を含むことができ、示したように、選定された程度の液体透過性又は液体不透過性を有す
ることもできるし、有さないこともある。特定の形態においては、バックシート１６は、
作動的に液体不透過性構造を有するように形成することができる。バックシート１６は、
例えば、ポリマー性フィルム、織成布、不織布又は同様のもの、並びにこれらの組み合わ
せ又は複合体を含むことができる。例えば、バックシート１６は、織成布又は不織布に積
層されたポリマーフィルムを含むことができる。特定の特性においては、ポリマーフィル
ムは、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル又は同様のもの、並びにこれらの組
み合わせで形成することができる。更に、ポリマーフィルムは、微細エンボス加工するこ
とができ、印刷した図案を有し、消費者へのメッセージを印刷し、及び／又は少なくとも
部分的に着色することができる。適当なものとしては、バックシート１６は、身体液体の
通過を妨げたままで、物品から外へ、特定的には吸収性材料（例えば、貯蔵すなわち吸収
性芯２０）から外へ、空気及び湿気を十分に通過させることを作動的に可能にする。適当
なバッフル材料の例としては、例えば、Ｈａｆｆｎｅｒ他の米国特許第６，０４５，９０
０号に記載されているような、通気性のあるマイクロポーラスフィルムを含むことができ
、この特許の全体は引用によりここに組み入れられ、その一部を成す。伸張可能な他のバ
ックシート材料が、本発明に使用することができる。伸張可能なバックシート材料の例と
しては、１９９７年３月１８日付けのＯｓｂｏｒｎ，III他の米国特許第５，６１１，７
９０号に記載されており、その全体は引用によりここに組み入れられる。
【００３１】
　二成分フィルム又は他の多成分フィルム、並びに作動的に液体不透過性になるように処
理された織成布及び／又は不織布も使用することができる。別の適当なバックシート材料
は、独立気泡セルポリオレフィン発泡体を含むことができる。例えば、独立気泡セルポリ
エチレン発泡体を使用することができる。
【００３２】
　吸収性芯２０は、これが存在する場合には、月経流体、血液、尿及び他の身体流体を含
む、身体排出物を吸収するように設計されている。吸収性芯２０は、１又はそれ以上の吸
収性材料の層を含むことができる。層は、類似した材料又は異なる材料を含むことができ
る。吸収性芯２０に適当な材料は、例えば、セルロース、木質パルプフラフ、レーヨン、
綿、及びポリエステル、ポリプロピレン又はコフォームなどのメルトブローンポリマーを
含む。コフォームは、ポリプロピレンなどのメルトブローンポリマーと、セルロースなど
の吸収性ステープル繊維のメルトブローン空気形成された組み合わせである。好ましい材
料は、木質パルプフラフであり、これは低価格で、比較的形成しやすく、更に良好な吸収
容量を有するからである。
【００３３】
　吸収性芯２０は、様々な天然繊維又は合成繊維、木質パルプ繊維、再生セルロース又は
綿繊維、或いはパルプと他の繊維の混合物から形成することができる親水性材料から成る
複合体から形成することができる。望ましい材料は、空気堆積材料である。伸張可能な他
の吸収性芯材料が、本発明に使用することができる。伸張可能な吸収性芯材料の例は、１
９９７年３月１８日付けのＯｓｂｏｒｎ，III他の米国特許第５，６１１，７９０号に記
載されており、その全体は引用によりここに組み入れられる。
【００３４】
　一実施形態においては、吸収性芯２０は、親水性材料に加えて、又は親水性材料に代わ
って超吸収性材料を含み、これは、それ自体の重量に対して大きい量の流体を吸収する、
吸収性芯の容量を増加させる。一般的には、超吸収性材料は、水膨潤可能で、一般的には
水非溶解性で、ヒドロゲル形成ポリマー性吸収性材料とすることができ、生理的食塩水（
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例えば、０．９重量％の塩化ナトリウムを含む食塩水）で、その重量の少なくとも約１５
倍、適当なものとしては約３０倍、可能なものとしては約６０倍又はそれ以上を吸収する
ことが可能である。超吸収性材料は、粒状物又はシートの形態で挿入することができる。
超吸収性材料は、生物分解可能なものであるか又は二極とすることができる。ヒドロゲル
形成ポリマー性吸収性材料は、有機ヒドロゲル形成ポリマー性材料から形成することがで
き、寒天、ペクチン、及びグアルゴムなどの天然材料、カルボキシメチルセルロース、カ
ルボキシエチルセルロース、及びヒドロキシプロピルセルロールなどの変成天然材料、及
び合成ヒドロゲル形成ポリマーを含むことができる。合成ヒドロゲル形成ポリマーは、例
えば、ポリアクリル酸のアルカリ金属塩、ポリアクリルアミド、ポリビニルアルコール、
エチレン無水マレイン酸コポリマー、ポリビニルエーテル、ポリビニルモルフォリノン、
ビニルスルフォン酸のポリマー及びコポリマー、ポリアクリル酸塩、ポリアクリルアミド
、ポリビニルピリジン、及び同様のものを含む。他の適当なヒドロゲル形成ポリマーは、
加水分解したアクリロニトリルグラフト澱粉、アクリル酸グラフト澱粉、及びイソブチレ
ン無水マレイン酸コポリマー及びこれらの混合物を含む。ヒドロゲル形成ポリマーは、物
質を実質的には水に不溶性にするために、僅かに架橋結合することができる。例えば、架
橋結合は、Ｘ線照射、又は共有結合、イオン結合、ワンデルワールス、又は水素結合によ
り成すことができる。ヒドロキシ官能性ポリマーは、衛生ナプキンにとって、良好な超吸
収体となることがわかった。このような超吸収体は、Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ及びＳｔ
ｏｃｋｈａｕｓｅｎ，Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄなどから商業的に入手可能であり、負荷
状態での吸収性材料のグラム当たりの吸収した液体が、２５グラムを超える吸収量値（ｇ
／ｇ）を有する、ポリアクリル酸とポリビニルアルコールの架橋結合したコポリマーの部
分的に中和化した塩である。当業者に知られている他の型の超吸収性材料も使用すること
ができる。
【００３５】
　例えば、液体獲得層及び分散層を含む付加的層又は基体は、サージ層又は移送層と言わ
れ、任意の組織層は、吸収性製品の中に、例えばトップシート１２と吸収性芯２０との間
に組み込むことができる。分散層は、吸収性芯２０より短いものとすることができるか、
又は吸収性芯２０と同じ長さを有することができる。分散層は、特に超吸収性材料が存在
する場合には、放出される流体を一時的に保持して、吸収性芯が十分な時間、流体を吸収
することが可能となるように機能する。一実施形態においては、吸収性芯、移送層、及び
組織層などの他の部品は、外カバーと身体側ライナーとの間を自由に浮遊し（取り付けら
れていない）、その周辺縁部だけに沿って固定される。代替的には、吸収性芯、移送層、
及び他の部品は、外カバーとトップシートの１つ又はこれらの両方に、及び／又は互いに
取り付けられる。
【００３６】
　上記したように、吸収性物品の部品は、部品が伸張可能であるように選定することがで
き、このことが吸収性物品を伸張可能にする。伸張可能な吸収性物品を有すると、使用中
に吸収性物品に対応する力が作用するので、吸収性物品は、使用者が着用するのに、一層
心地よいものとすることができる。すなわち、吸収性物品は、典型的には、使用者が歩い
ている間中、捻れ運動に曝される。吸収性物品を伸張可能にすることにより、吸収性物品
は、吸収性物品を使用者の身体に取り付けるために使用される身体用接着剤よりも、捻れ
運動のほとんどを吸収することが可能である。
【００３７】
　トップシート１２及びバックシート１６は、任意の吸収性芯２０を囲んで互いに周辺部
でシールされて、図１、１Ａ及び１Ｂに示されているように、吸収性物品１０を形成する
ことができる。周辺シール２７が使用中である場合は、吸収体２０は、トップシート１２
とバックシート１６との間に位置決めされる。図１、１Ａ及び１Ｂを参照すると、トップ
シート１２及びバックシート１６は、吸収体２０の長さ及び幅より大きい長さ及び幅寸法
を有することができ、吸収体２０を囲んで吸収性側部２２及び２３を越えて延び、吸収性
物品１０の縦方向側縁２８及び２９を定める。トップシート１２及びバックシート１６は
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、着用者を困らせるものとなる硬くて心地悪い残留物を残さないように、あらゆる適当な
手段を使用して、互いにシールすることができる。ここで用いられる「シールした」とい
う用語は、トップシート１２が、直接バックシート１６に結合されている形態、及びトッ
プシート１２を、バックシート１６に固定されている中間部材（図示されず）に固定する
ことにより、トップシート１２がバックシート１６と間接的に結合する形態を含む。代替
的には、トップシート１２は、吸収性芯２０とバックシート１６の両方の周囲をラップす
ることができ、ラップされたパッドを形成する。トップシート１２及びバックシート１６
、更に吸収性製品の他の部品は、例えば、接着剤接着、音波接着、熱接着、ピン加工、縫
い合わせ又は当業者に知られているあらゆる他の取り付け技術、並びにこれらの組み合わ
せで結合することができる。
【００３８】
　身体用接着剤２４は、着用者と接触するように、第一主表面１４の第二部分５０上に位
置決めされて、使用中に吸収性物品１０を支持する。身体用接着剤２４は、第一主表面１
４の第二部分５０の約５パーセントから約９５パーセントが重なることができる。一般的
には、接着剤２４は、第一主表面１４の第二部分の約５パーセントから約７５パーセント
が重なる。ほとんどの用途において、接着剤２４は、第一主表面１４の第二部分５０の約
５パーセントから約３５パーセント、より好ましくは第一主表面１４の第二部分５０の約
５パーセントから約２０パーセントが重なる。
【００３９】
　一般的には、感圧性接着剤が人の皮膚に刺激を与えないと知られているか、又は吸収性
物品を皮膚から取り除く時に、使用者に痛みを与えない程度に接着剤が強力であれば、当
業者に知られているあらゆる感圧性接着剤を使用することができる。望ましくは、吸収性
物品１０が使用後に使用者により取り除かれる時、使用者の皮膚の表面上にかなりの量の
接着剤残留物が残らないように、接着剤を選択するべきである。特定の適当な感圧性接着
剤材料は、本発明の譲受人に譲渡されたＺａｃｈａｒｉａｓ他の米国特許第６，２１３，
９９３号及びＺａｃｈａｒｉａｓ他の米国特許第６，６２０，１４３号に記載されており
、これらの特許の各々は引用によりここに組み入れられ、これらの一部を成す。他の適当
な接着剤は、Ｂａｔｒａｂｅｔ他の米国特許第５，６１８，２８１号に記載されており、
この特許は引用によりここに組み入れられ、その一部を成す。
【００４０】
　身体用接着剤２４は、トップシート１２の第二部分上に、開放パターン又は閉じパター
ンで位置決めすることができる。「開放」とは、接着剤が、吸収性物品１０の第二部分５
０の横方向端部１５を実質的に覆わない、断続的な又は連続するパターンを有することが
できることを意味する。「閉じ」は、接着剤が、第二部分５０の横方向端部１５で、吸収
性芯２０を囲むことを意味する。接着剤２２のパターンが、実質的には、第二部分５０で
吸収性芯２０の形態に対応することが好ましい。図１に示されているように、吸収性芯２
０の横方向端部１５は端部で囲まれているので、身体用接着剤２４は、閉じパターンで付
与される。「開放」パターンが図３に示されている。本発明においては、身体用接着剤は
、吸収性物品から漏れを妨げるように補助する、使用者の身体のシールを形成することが
できるので、閉じパターンが有益である。使用中に、吸収性物品の第二部分が使用者の後
側に近位に配置される時に、この利点を得ることができる。身体用接着剤は、ダムを形成
することができ、吸収性物品の後部からの漏れを妨げる。
【００４１】
　図１及び図１Ａに示されているように、本発明の一実施形態においては、身体用接着剤
２４は、周辺部シール２７に近位の吸収性芯２０の外側部分に沿って配置することができ
る。本発明の別の代替的実施形態においては、図２に示されているように、身体用接着剤
２４は、周辺部シール２７に近位の吸収性芯２０の外側部分に沿って、及び吸収性芯２０
に近接する周辺部シール２７に沿って配置される。本発明の別の実施形態においては、図
１０に示されているように、身体用接着剤２４は、吸収性芯２０に隣接する周辺部シール
に沿って配置することができる。代替的には、身体用接着剤は、吸収性物品のトップシー
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ト１２上にランダムに配置することができる（図示されず）。
【００４２】
　接着剤は、図１に示されているように、接着剤のない領域を多く残すために、小さな別
個の点又は接着部材２５のパターンで付与することができる。接着部材２５は、約０．０
３ｃｍ2から約２０ｃｍ2、更に好ましくは約０．１５ｃｍ2から約１５ｃｍ2の表面積を有
することができる。トップシート１２の第一主表面１４から計測すると、接着部材２５は
、約０．０１ミリメートルから約２ミリメートルの厚さを有することができる。本発明に
おいては、身体用接着剤の長さは、吸収性物品１０の縦方向において、少なくとも約２イ
ンチ（５ｃｍ）とするべきである。更に、身体用接着剤は、横方向に約３ｍｍから８ｍｍ
の幅で吸収性物品のトップシート上に設置することができる。身体用接着剤は、トップシ
ート上に別個のビードとして付与することができるか、又は身体用接着剤の連続型ビード
として付与することができる。代替的には、接着剤は、図２に示されているように連続型
ビードとして付与するか、又は図３に示されるように、一連の半連続型ビードとして付与
することができる。
【００４３】
　第一表面１６の第二部分５０に一様な濃度の身体用接着剤２４を付与し、かつ吸収性物
品１０に予定された吸収量を保持させるような、吸収性物品１０の身体側表面１４に身体
用接着剤２４を付与するために他の適当な接着パターンを選択することができる。例えば
、接着剤パターンは、楕円、渦巻き、縦方向の様々な線状又は非線状の接着剤の列、及び
／又は接着剤繊維又はこれらの組み合わせとの間に妨害しない程度の間隔を有する、横方
向に向けられた、網目状ウエブとすることができる。上記したように、接着剤パターンは
、開放パターン又は閉じパターンとすることができる。接着剤の重量は、約１５００ｍｇ
／ｉｎ2より小さい、更に一般的には約８００ｍｇ／ｉｎ2より小さい量に制限される。接
着剤の重量の制限は、着用者の外陰部領域に直接付与するために、正しい接着剤特性を与
えるのに重要である。
【００４４】
　一般的には、身体用接着剤２４は、吸収性物品１０を二分し、吸収体１０を実質的に等
しい部分に分ける、ほぼ縦方向軸に対称なパターンで付与される。この対称パターンは、
吸収性物品１０を着用する時に、着用者に平衡した感覚を与える。対称パターンは、吸収
性物品１０が身体から取り外される時に、あらゆる関連する心地悪さの認知を減少させる
。接着剤を保護するために、剥離ストリップすなわち取り外し用ストリップ（図示されず
）は、身体用接着剤２４が汚れたり、及び／又は望まれない表面に先に接着しないように
保護するために使用することができる。剥離ストリップとして使用するための適当な材料
は、当業者に良く知られており、商業的に入手可能である。適当な剥離ストリップすなわ
ち取り外し用ストリップの例としては、例えば、シリコン被膜したＫｒａｆｔ紙、フィル
ム又は同様のものを含む。
【００４５】
　身体用接着剤２４は、インクジェット印刷、スクリーン印刷、又は１又はそれ以上のノ
ズルからの身体用接着剤の押し出し、スロット被膜及び同様のものを含む、あらゆる知ら
れた方法を使用して、第一表面１４の第二部分５０に付与することができる。
【００４６】
　本発明の吸収性物品１０は、吸収性物品１０の少なくとも第一部分６０上に設置される
衣類取り付け用装置を有する。「少なくとも第一部分上に」という言い回しは、衣類取り
付け用装置が第一部分６０上に設置されて、第二部分５０上に存在することもできるとい
う意図である。一般的には更に望ましくは、衣類取り付け用装置は、第一部分６０上にだ
け存在する。適当な衣類取り付け用装置は、第二主表面に付与される接着剤、第二主表面
に付与される機械取り付けシステム、縦方向側縁の１つ又は両方から延びる取り付け用パ
ネル、第二主表面に取り付けられる取り付け用パネル、又はこれらの組み合わせを含む。
これらの衣類取り付け用装置の各々は、以下に更に詳細に述べられる。
【００４７】
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　図１、１Ａ及び１Ｂに示されているように、衣類取り付け用装置２６は、衣類用接着剤
である。バックシート１６の第二主表面１８の少なくとも一部に付与されるのは、衣類用
接着剤３２である。衣類用接着剤は、当業者によく知られており、衛生ナプキン、失禁用
パッド及びパンティライナーなどの吸収性物品において広く使用されてきた。一般的には
、衣類用接着剤は、感圧性接着剤である。当業者に知られているあらゆる衣類用接着剤が
、本発明において使用することができる。様々な実施形態においては、衣類用接着剤は、
単一の接着剤の帯又は２又はそれ以上の離れたストリップとして形成することができる。
代替的には、衣類取り付け用接着剤は、渦巻状の接着剤のパターンを含み、吸収性物品１
０の第二主表面１８の主たる部分を囲む。
【００４８】
　本発明の一実施形態においては、衣類用接着剤のモジュールが身体用接着剤のモジュー
ルと類似するように、衣類用接着剤が選定される。衣類用接着剤のモジュールが身体用接
着剤のモジュールと類似すると、使用中に吸収性物品に付与される対応する力が減少し、
着用する使用者に対して、吸収性物品を一層心地よいものにすることができる。対応する
力は、吸収性物品を使用者の下着に保持する力、及び吸収性物品を使用者に保持するため
に使用される身体用接着剤の力である。使用中に、吸収性物品は、使用者が歩いている間
、捻れ力に曝され、これは使用中に吸収性物品を捻るように作用する。吸収性物品を使用
者に保持する力が、使用者のパンティーに吸収性物品を保持するために使用する力と類似
する場合は、吸収性物品は、使用中に、使用者の皮膚からあまり離れないようにすること
ができる。１つの特定の実施形態においては、吸収性物品の第二部分上に使用されるのと
同じ身体用接着剤を、衣類用接着剤として使用することができる。
【００４９】
　剥離ストリップとして知られている取り外し用ストリップ３２は、衣類用接着剤に取り
外し可能に取り付けられ、吸収性物品１０が下着の股部分に取り付けられる前に、接着剤
で前もって汚れるのを防ぐように機能する。様々な実施形態においては、衣類取り付け用
接着剤は、吸収性製品を使用者の身体に位置決めしたまま維持するように、下着の内側股
部分に取り付けられるように設計される。取り外し用ストリップ３２は、図１に示してい
るように、吸収性物品の１又は両方の端部１５又は１７を越えて延びることができる。代
替的には、取り外し用ストリップは、衣類用接着剤の長さと同じ程度に短いか、又は接着
剤より僅かに長いものとすることができるか、又は衣類用接着剤と同じ程度の長さとする
ことができるが、吸収性物品１０の端部１５及び１７を越えて延びることはないものとす
る。
【００５０】
　本発明において使用可能な別の衣類取り付け装置が、図２、２Ａ及び２Ｂに示されてお
り、吸収性物品１００の実施形態が示されている。吸収性物品１００は、上記した図１と
類似しているが、衣類取り付け装置２６は、取り付け用パネル１０２、及び好ましくは吸
収性物品１００に取り付けられた１対の取り付け用パネル１０２及び１０４を含むことが
異なる。取り付け用パネルは、ウイング又はフラップと言われる。取り付け用パネル１０
２及び１０４は、正しい設置のために、衣類用接着剤３０（図１及び１Ｂ参照）の使用に
代わって、着用者の下着の内側股部分に吸収性物品１００を取り付ける。更に、パネル１
０２及び１０４は、感圧性衣類用接着剤３０と組み合わせて使用することができる。取り
付け用パネル１０２及び１０４は、吸収性芯２０の縦方向側部２２及び２３に対して横方
向に延び、着用者の下着の股部分周囲に折り曲げるように意図され、使用中に、脚部縁が
汚れないように防護することができる。取り付け用パネル１０２及び１０４は、同一のも
の又は異なるものとすることができる。
【００５１】
　取り付け用パネル１０２は全体的に、固定部分１０６及び固定されていない、自由部分
１０８を有する別個のシート材料から成る。固定部分１０６は、吸収性物品１００の縦方
向側縁２８とほぼ一致する位置か、又は縦方向側縁２８から内側の位置で、第二主表面１
８に取り付けられる。取り付け用パネル１０２は、あらゆる方法で、第二主表面１８に取
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り付けることができ、２つの材料の間に、十分に強力で可撓性のある連結を形成する。し
たがって、材料の選択が、パネル１０２を第二主表面１８に固定するための方法の選択を
決定することができる。利用される適当な方法は、接着剤、熱接着、超音波接着及び同様
のものを含むことができる。
【００５２】
　パネル１０２の自由部分１０８は、固定部分１０６から延び、吸収性物品１００の縦方
向側縁２８に対してほぼ内側に向く。取り付け用パネル１０２及び１０４の少なくとも１
つ、更に好ましくは両方の自由部分１０８は、取り付け用パネル１０２及び１０４が、下
着股部分のそれぞれの脚部縁に折り曲げられる時に、固定するために、固定装置１１０を
備える。好ましくは、取り付け用パネル１０２及び１０４は、使用中に、借用者の下着の
股部分を囲むように形成される。この好ましい形態においては、取り付け装置１１０は、
自由部分１０８上に位置決めされ、取り付け用パネル１０２及び１０４の少なくとも一部
は、下着の外側股部分の下に互いに固定することができる。取り付け装置１１０は、感圧
性接着剤、粘着剤、又はフック・ループ型材料、スナップ、ボタン及び同様のものなどの
機械締結具とすることができる。
【００５３】
　図３、３Ａ及び３Ｂを参照すると、吸収性物品２００の別の実施形態が示されている。
吸収性物品２００は、図４－６に示したものと類似している。取り付け用パネル１０２及
び１０４は、縦方向側縁２８及び２９とほぼ一致するか、又は縦方向側縁から内側の位置
で、第二主表面１８に取り付けられる。図２、２Ａ、２Ｂ、３、３Ａ、及び３Ｂに関して
、パネル１０２及び１０４の固定部分１０６を固定する点又は位置が、吸収性物品１００
及び２００の縦方向側縁２８又は２９とほぼ一致するか、又は縦方向側縁から内側の位置
であることを参照すると、これは、縦方向縁部２８又は２９に最も近位の固定点であるこ
とを意味する。図３、３Ａ及び３Ｂに示された実施形態は、取り付け用パネル１０２及び
１０４の自由部分１０８が、縦方向縁部２８又は２９に対して外側に延びるという点で、
図１、１Ａ、１Ｂ、２、２Ａ、及び２Ｂの実施形態とは異なる。同様に、取り付け用パネ
ル１０２及び１０４の少なくとも１つ、更に好ましくは両方の取り付け用パネルの自由部
分１０８は、下着の股部分のそれぞれの脚部縁に折り曲げられる時、各々の取り付け用パ
ネル１０２及び１０４の固定のために、取り付け装置１１０を備えている。好ましくは、
取り付け用パネル１０２及び１０４は、使用中に着用者の下着の股部分を囲むように形成
される。この好ましい形態においては、取り付け装置１１０は、自由部分１０８上に位置
決めされ、取り付け用パネル１０２及び１０４の少なくとも一部は、下着の外側股部分の
下で互いに固定することができる。取り付け装置１１０は、感圧性接着剤、粘着剤、又は
フック・ループ型材料、スナップ、ボタン、及び同様のものなどの機械締結具とすること
ができる。
【００５４】
　図４及び４Ａを参照すると、本発明の別の実施形態が示されている。吸収性物品３００
は、第一主表面３０４を有するトップシート３０２、第二主表面３０８を有するバックシ
ート３０６、及びトップシート３０２とバックシート３０６との間に位置する吸収性芯３
１０を有する。トップシート３０２、バックシート３０６、第一及び第二主表面３０４及
び３０８は、図１、１Ａ、１Ｂ、２、２Ａ、２Ｂ、３、３Ａ及び３Ｂに示されたものと類
似している。吸収性物品３００は、図１、１Ａ、１Ｂ、２、２Ａ、２Ｂ、３、３Ａ及び３
Ｂに示されているのと類似して、使用中に吸収性物品３００を着用者の身体に接着するた
めに第一主表面３０４に取り付けられた身体用接着剤３１２を含む。トップシート３０２
及びバックシート３０６は、吸収性芯３１０の縦方向側部３１４及び３１５を越えて延び
、横方向に延びるパネル３１６及び３１８を定める。その結果、トップシート３０２は、
取り付け用パネル３１６及び３１８の一つの表面を形成し、バックシート３０６がもう一
方の表面を形成する。一般的には、パネル３１６及び３１８は、これらを正確に機能させ
るために、トップシート３０２は必要ではないが、トップシート３０２の使用は好ましい
。パネル３１６及び３１８は、使用中に、着用者の身体に対して吸収性物品３００を正し
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く位置決めするために、着用者の下着の股部分に吸収性物品３００を位置決めすることを
可能とさせる。
【００５５】
　パネル３１６及び３１８は、吸収性芯３１０の縦方向側部３１４及び３１５を越えて、
カバー及びバッフルの延長部により一体に形成される。パネル３１６及び３１８は、縦方
向側部３１４及び３１５に近接して位置する固定部分３２０及び３２１、及び固定部分３
２０及び３２１から延びる自由部分３２２及び３２３を有する。パネル３１６及び３１８
の形成において、カバー３０２及びバッフル３０６は、接着剤、超音波接着、熱接着、捲
縮加工、又は同様のものなどの、この目的のために当技術で一般的に使用されるあらゆる
手段によって、互いに固定することができる。
【００５６】
　パネル３１６及び３１８の自由部分３２２及び３２３は、各々のパネル３１６及び３１
８を、脚部縁の自然の位置を大きく変化させることなく、着用者の下着の股部分の脚部縁
周囲に位置決めすることができるように、十分に可撓性である。各々のパネル３１６及び
３１８の正確な形状、並びに衛生ナプキン３００の全体の形状は、衛生ナプキン３００を
着用者に固定する場合に、身体用接着剤３１２を妨げなければ、本発明にとっては重要で
はない。したがって、衛生ナプキン３００の使用の意図に応じて、吸収性物品３００及び
パネル３１６及び３１８の形状は、過度の実験なしで、当業者により容易に選択すること
ができる。パネル３１６及び３１８は、衛生ナプキンの縦方向軸に沿って、非対称に位置
決めすることができるが、パネル３１６及び３１８は、対称に配置されることが好ましく
、パネル３１６及び３１８は、互いに鏡像関係にある。取り付け用パネル３１６及び３１
８は、固定装置３２４を含み、パネルが下着の股部分を囲んだ後、少なくとも１つのパネ
ル３１６、更に好ましくはパネル３１６と３１８の両方を所定の位置に維持することを補
助する。取り付け装置３２４は、接着剤、粘着剤及びフック・ループ型材料、スナップ、
ボタン及びこれらと同等のものなどの機械締結具を含むことができる。取り付け装置３２
４は、パネル３１６又は３１８の少なくとも１つを、反対側のパネルの少なくとも一部に
取り付けることを可能とする方法で、パネル３１６及び３１８上に位置決めされることが
好ましい。
【００５７】
　図１、１Ａ、１Ｂ、２、２Ａ、２Ｂ、３、３Ａ、３Ｂ、４、４Ａ及び４Ｂに示されてい
る本発明の実施形態においては、吸収性芯２０は、吸収性物品１０、１００、２００及び
３００の第一部分及び第二部分の両方に位置する。本発明の別の実施形態においては、吸
収性物品の第二部分は、吸収性芯２０がないものとすることができる。図５に示されてい
るように、吸収性物品４００は、第二部分５０及び第一部分６０を有し、第二部分は吸収
性芯がない。本発明の他の実施形態のように、身体用接着剤２４は、第二部分５０のトッ
プシート１２上に設置される。第二部分５０は、トップシート１２及びバックシート１６
から形成される。トップシート１２は、材料を接合するために、上記したものを含む適当
な手段を使用して、バックシートに直接又は間接的に接合することができる。吸収性物品
４００の第一部分６０においては、上記したように衣類取り付け装置（図５には図示され
ず）のいずれかを使用することができる。本発明のこの実施形態においては、第二部分は
、吸収性芯２０を含む第一部分６０からの延長部である。
【００５８】
　本発明の各々の実施形態においては、吸収性物品の第二部分５０は、吸収性物品の縦方
向長さの５０％より大きくないものとする。一般的には、第二部分５０は、吸収性物品の
縦方向長さの約１０％ないし約５０％を形成する。幾つかの実施形態においては、第二部
分５０は、吸収性物品の縦方向長さの約２０％ないし約４５％であり、典型的には、吸収
性物品の縦方向長さの約３０％及び約４０％である。１つの特定の実施形態においては、
吸収性物品の第二部分５０は、吸収性物品の縦方向長さのおよそ１／３である。一般的に
は、本発明の吸収性物品は、約５インチ（１２．７ｃｍ）から約２０インチ（５１ｃｍ）
の縦方向長さを有する。典型的には、吸収性物品は、約６インチ（１５．２ｃｍ）から約
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１１インチ（２８ｃｍ）の長さを有する。本発明の吸収性物品は、使用者の使用、大きさ
及び他の要因に応じて、これらのパラメーターより大きいものとすることもでき、或いは
小さいものとすることもできる。例えば、図５に示している第二部分延長部を有するよう
な本発明の実施形態においては、吸収性物品４００の第一部分６０は、約５インチ（１２
．７ｃｍ）から約１３インチ（３３ｃｍ）の縦方向の長さを有し、第二部分５０は、約２
．５インチ（６．３ｃｍ）ないし約６．５インチ（１７．５ｃｍ）の縦方向長さを有する
ことができる。
【００５９】
　典型的には、失禁用パッド及び衛生ナプキンの吸収性芯は、第二部分５０が延長部の場
合に、衣類取り付け用フラップを含まないで、すなわちトップシート及びバックシートだ
けの周辺部で、およそ約２－３インチの幅（５ｃｍ－８ｃｍ）である。図５に示されてい
るように、第二部分は、吸収性芯と同じ幅とすることができるか、又は吸収性芯より狭い
ものとすることができる。
【００６０】
　本発明の吸収性物品の第二部分５０に身体用接着剤２４を設置することにより、身体用
接着剤は、使用者の陰毛から離れて、使用者の身体上に位置決めすることができ、使用者
に一層心地よい吸収性物品を提供する。更に、吸収性物品の第二部分５０上に身体用接着
剤を有することにより、身体用接着剤は使用者の皮膚に付着し、接着剤は皮膚から容易に
取り外すように意図され、吸収性物品を使用者の身体から取り外す時に、使用者に不快感
を与えるかもしれない使用者の陰毛の近くには存在しない。更に、第二部分をトップシー
ト及びバックシートだけで形成させることにより、吸収性材料の費用が節約され、付加的
天然材料の不必要な使用も節約することができる。
【００６１】
　本発明の更なる実施形態においては、吸収性物品を折り曲げることができる。図６及び
７に示しているように、吸収性物品１０の第一部分６０は、第一区分６１及び第二区分６
２に分けられる。第二区分６２は、第二部分５０に近位であり、第一区分６１及び第二区
分６２の各々は、縦方向に長さ６１Ｌ及び６２Ｌを有する。第二区分６２Ｌの長さは、第
一区分６１Ｌの長さと等しいか、又はこれより大きい。この実施形態の例においては、吸
収性物品は、三つ折り又はＣ折りされ、第一区分が第二区分の上に折り曲げられて、第一
区分のトップシートと第二区分のトップシートが、直接又は間接的に互いに対面関係とな
り、第一区分のバックシートが露出する。第二部分上に存在する身体用接着剤が、第一区
分のバックシートと接触するように、第二部分が第一区分のバックシート上に折り曲げら
れる。
【００６２】
　図６、７及び８を参照すると、吸収性物品１０は、１対の任意の取り付け用パネル３１
６、３１８を有する。衣類用接着剤３１７を備えた衣類取り付け用パネルが示されており
、衣類取り付け用パネルを、使用者のパンティに取り付けるように機能する。図６及び７
に示されているように、取り付け用パネルは、存在する時は、各々の取り付け用パネルの
トップシート側が、吸収性物品のトップシート側上に折り曲げられるように、折り線４３
及び４４に沿って第一に折り曲げられる。折り線は、一般的には、吸収性物品の縦方向側
縁により形成される線に沿って位置する。任意ではあるが、取り外し用ストリップ（図示
されず）は、取り付け用パネルを所定の位置に保持するために使用することができる。取
り外し用ストリップは、吸収性物品を折り曲げる時に、取り付け用パネルを所定の位置に
保持するように機能し、衣類用接着剤３１７又は取り付け用フラップ上の他の取り付け手
段を保護するように機能する。本発明の代替的実施形態においては、各々の取り付け用パ
ネルのバックシート側が、吸収性物品１０のバックシート側に近接するように、取り付け
用パネルは吸収性物品の下に折り曲げることができる。
【００６３】
　２つの折り軸４１及び４２は、吸収性物品１０の第一及び第二端部１７及び１５それぞ
れから等しい距離に、又は異なる距離に位置することができ、第一端部が折り曲げられる
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時、第一端部１７は、折り軸４２と同一平面にあるか、又は折り軸から間隔を持って位置
するかのいずれかである。本発明においては、第一区分６１のトップシートが第二区分６
２のトップシートと、又は図７に示される折り曲げられた取り付け用パネル３１６及び３
１８と近接するように、第一区分６１の縦方向端部である第一端部１７は、折り軸４１に
沿って第一に折り曲げられる。その結果、第一部分６０の第一区分６１のバックシートが
露出する。次に、吸収性物品１０の第二部分５０が折り軸４２に沿って折り曲げられて、
身体用接着剤２４を備えたトップシートが、吸収性物品の第一区分６１のバックシートに
近接する。折り曲げられた吸収性物品は、図８に示されている。
【００６４】
　上記したように、本発明の吸収性物品の他の形態は、類似した方法で折り曲げることが
できる。上記したように吸収性物品を折り曲げることにより、身体用接着剤が、吸収性物
品の第一区分６１のバックシートと接触して、バックシートは、第二部分上に存在する身
体用接着剤を防護するように機能することができ、取り外し用ストリップとして機能する
。この折り曲げ方法が使用されると、身体用接着剤と接触するようになるバックシートの
部分は、剥離剤で処理することができ、身体用接着剤は剥離膜と接触する。当業者に知ら
れているあらゆる適当な剥離膜を使用することができる。トップシートの第二部分に付与
された身体用接着剤を備えた吸収性物品を折り曲げることにより、身体用接着剤を覆って
、防護するための取り外し用ストリップは必要ではなくなり、これにより取り外し用スト
リップを使用する経費及び取り外し用ストリップを製造するのに必要な天然材料の使用を
節約することとなる。
【００６５】
　代替的実施形態においては、衣類取り付け装置が、第一部分のトップシートに付与され
た衣類用接着剤である場合には、バックシートの取り外し用ストリップは、図６－８に示
されるように、吸収性物品が三つ折りされる時、身体用接着剤の取り外し用ストリップと
して機能することができる。この実施形態においては、身体用接着剤が取り外し用ストリ
ップに移動しないように、取り外し用ストリップの両側が剥離皮膜で処理されることが利
点となる。同様に、衣類取り付け装置が、パネルを使用者のパンティに保持するために接
着剤を有する１対の衣類取り付け用パネルである場合は、衣類取り付け用パネルは、図７
に示されるように、トップシート上に第一に折り曲げられ、衣類取り付け用パネルの衣類
用接着剤パッチ３１７上に配置される二面の取り外し用ライナー３１９を有する。これは
、第二部分５０の縦方向端部である第二端部１５を、折り軸４２に沿って第一に折り曲げ
、第二部分５０のトップシートを近接させて、その上の身体用接着剤２４を、衣類取り付
け用パネル上の衣類用接着剤３１７上に配置された取り外し用ライナー３１９の第二側部
と接触するように配置させる。これは図９に示されている。次に、第一区分６１のトップ
シート１２が、第二部分５０のバックシート１６に近接するように、第一端部１７を折り
曲げることができる。当業者に明らかである他の折り曲げ方法も使用することができる。
【００６６】
　吸収性物品の第二部分に身体用接着剤を有することの別の利点は、接着剤が、使用者の
皮膚とダム状構造を形成して、吸収性物品からの漏れを妨げるように機能できることであ
る。使用中に、吸収性物品の第二部分は、特に寝ている時などの使用者が横になっている
時に、第一部分より低いものとすることができる。その結果、吸収性物品の第二部分は、
漏れが起きた場合でも、漏れようとする吸収性物品の部分となる。本発明の身体用接着剤
は、吸収性物品の第二部分から漏れを妨げることができる。本発明の更なる利点は、衣類
取り付けが取り付けパネルの場合に、必要とされる付加的取り付けは、吸収性物品の第二
部分の取り付け装置のみである。吸収性物品のトップシートの第二部分に身体用接着剤を
有していれば、使用中に吸収性物品を所定の位置に保持するのに十分であることがわかっ
た。吸収性物品を含む従来の身体用接着剤とは違って、本発明の身体用接着剤吸収性物品
は、吸収性物品をパンティに設置するために、最も必要とする場所に身体用接着剤を付与
して、使用者が衣類取り付け装置を使用するのを便利にする。これは、使用者に、パンテ
ィ及び吸収性物品を同時に取り除かせて、身体から吸収性物品を取り除く必要なく排尿排
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便を実施することができる。その結果、身体用接着剤を、吸収性物品の選定した部分に使
用することにより、本発明の吸収性物品は、上記したように、身体用接着剤がない場合と
同じように吸収性物品を使用することが容易で、身体用接着剤により付与される付加的防
護を使用者に与える。
【００６７】
　図１０に示したような本発明の付加的実施形態においては、縦方向５０１、横方向５０
２、第一端部５５０、第二端部５５１及び第一端部５５０を第二端部５６０に結合する中
間部５６０を有する吸収性物品５００を示している。本発明のこの実施形態においては、
吸収性物品５００は、第一主表面１４を有するトップシートを有し、吸収性物品の身体側
表面を形成するトップシート１２を有する。更に、吸収性物品は、前記第一主表面から離
れて位置する第二主表面１８を有するバックシート１６を有し、吸収性物品の衣類側表面
を形成する。第一主表面１４のトップシート１２の第一端部５５０及び第二端部５５１に
、身体用接着剤２４が付与される。吸収性物品５００の中間部５６０には、吸収性物品を
吸収性物品の使用者の下着に取り付けるための衣類取り付け用装置２６が存在する。
【００６８】
　本発明のこの付加的実施形態においては、身体用接着剤２４は、吸収性物品５００の第
一及び第二端部５５０及び５５１に本質的に限定される。「第一及び第二端部に本質的に
限定される」ことにより、身体用接着剤のほとんどは、吸収性物品の第一及び第二端部に
位置することが意図される。別の言い方をすると、身体用接着剤２４は、中間部５６０に
存在することができるが、身体用接着剤のほとんどは、吸収性物品の第二部分に存在する
。本発明のこの実施形態においては、身体用接着剤は、吸収性物品５００の中間部５６０
に存在しないことが望ましいが、もし存在するならば、第一及び第二端部に存在する身体
用接着剤の量に比較すると、かなり小さい量が存在するだけである。本発明の１つの特定
の実施形態においては、身体側表面の吸収性物品の中間部５６０は、本質的にどんな身体
用接着剤も存在しない。別の実施形態においては、中間部５６０は、実質的には身体用接
着剤はほとんどなく、身体用接着剤はないことが望ましい。
【００６９】
　身体用接着剤が吸収性物品の１つの部分に付与されるという本発明の他の実施形態のよ
うに、本発明の身体用接着剤吸収性物品は、吸収性物品をパンティに設置するために、最
も必要とする場所に身体用接着剤を付与して、使用者が衣類取り付け装置を使用するのを
便利にする。これは、使用者に、パンティ及び吸収性物品を同時に取り除かせて、身体か
ら吸収性物品を取り除く必要なく排尿排便を実施することができる。その結果、身体用接
着剤を、吸収性物品の選定した部分に使用することにより、本発明の吸収性物品は、上記
したように、身体用接着剤がない場合と同じように吸収性物品を使用することが容易で、
身体用接着剤により付与される付加的防護を使用者に与える。更に、吸収性物品の両方の
端部に身体用接着剤を有することにより、使用者は、吸収性物品のどちらが前部か後部か
を決定する必要がなく、吸収性物品の両方の端部に漏れの防護を提供する。
【００７０】
　本発明の吸収性物品は、吸収性物品に身体用接着剤、衣類取り付け機構又は身体用接着
剤と衣類取り付け機構の両方の付与を、消費者又は吸収性物品の使用者に可能にさせる。
その結果、本発明は、使用するためにどのように吸収性物品を付与するかを消費者に選択
させて、付与方法を提供する。該方法は、衣類取り付け機構と身体用接着剤の両方を有す
る本発明の吸収性物品を付与することを含む。その方法の中に、身体用接着剤、及び衣類
取り付け機構、又は身体用接着剤と衣類取り付け機構の組み合わせを備えた吸収性物品を
、消費者にどのようにして付与するかの指示を示している。
【００７１】
　本発明は、様々な実施形態を参照して示されているが、当業者は、本発明の意図及び範
囲から外れることなく、その形態及び詳細にわたって変更を加えることができるものと認
識するであろう。このように、前述した詳細な説明は、限定的なものではなく説明のため
のものとみなされるべきであり、すべての均等手段を含む添付された特許請求の範囲は、
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【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】本発明の例示的吸収性物品の平面図すなわち身体側の図である。
【図１Ａ】図１に示された本発明の例示的吸収性物品の第二部分を、１Ａ－１Ａの線で見
た断面図である。
【図１Ｂ】図１に示された本発明の例示的吸収性物品の第一部分を、１Ｂ－１Ｂの線で見
た断面図である。
【図２】本発明の別の例示的吸収性物品の平面図すなわち身体側の図である。
【図２Ａ】図２に示された本発明の例示的吸収性物品の衣類側の図である。
【図２Ｂ】図２に示された本発明の例示的吸収性物品の第一部分を、２Ｂ－２Ｂの線で見
た断面図である。
【図３】本発明の別の例示的吸収性物品の身体側の図である。
【図３Ａ】図３に示された本発明の例示的吸収性物品の衣類側の図である。
【図３Ｂ】図３に示された本発明の例示的吸収性物品を、３Ｂ－３Ｂの線で見た断面図で
ある。
【図４】本発明の別の例示的吸収性物品の身体側の図である。
【図４Ａ】図４に示された本発明の例示的吸収性物品を、４Ｂ－４Ｂの線で見た断面図で
ある。
【図４Ｂ】図４に示された本発明の例示的吸収性物品を、４Ｂ－４Ｂの線で見た別の断面
図である。
【図５】第二部分延長部を有する本発明の例示的吸収性物品の平面図すなわち身体側の図
である。
【図６】三つ折りの折り線形態を有する本発明の例示的吸収性物品の平面図である。
【図７】部分的に三つ折りした形態の本発明の例示的吸収性物品の平面図である。
【図８】三つ折り形態の本発明の例示的吸収性物品の側面図である。
【図９】異なる三つ折り形態の本発明の例示的吸収性物品の側面図である。
【図１０】本発明の別の例示的吸収性物品の平面図である。
【符号の説明】
【００７３】
　１０　吸収性物品
　１２　トップシート
　１４　第一主表面
　１６　バックシート
　１８　第二主表面
　２０　吸収性芯
　２４　身体用接着剤
　２６　衣類取り付け装置
　２７　周辺部
　５０　第二部分
　６０　第一部分



(22) JP 2009-539535 A 2009.11.19

【図１】

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】 【図２Ａ】



(23) JP 2009-539535 A 2009.11.19

【図２Ｂ】

【図３】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４】
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【図４Ｂ】
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【国際調査報告】
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